
２５福保障計第１６７２号
平成２６年３月１３日
　各社会福祉施設長（管理者）　様

　
東京都福祉保健局

障害者施策推進部計画課長　藤井麻里子
（公印省略）
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正に伴う

耐震診断等の取り扱いについて（通知）

　日頃から、東京都の福祉保健行政に格別の御協力をいただき感謝申し上げます。

　さて、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、平成２５年度通常国会において「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、一定要件（※１）を満たす建築物に対して耐震診断の実施及びその結果の報告が義務付けられたほか、全ての既存耐震不適格建築物に対して耐震診断及び耐震改修を行う努力義務の措置が講じられることとなりました（同年１１月２５日施行）。

つきましては、貴施設に耐震化がお済みでない建築物がある場合は、本措置の対象となりますので、耐震診断及び耐震改修の実施に努めていただきますようお願いいたします。なお、耐震診断及び耐震改修を実施する際には、都補助制度（※２）を御活用いただくことが可能ですので、併せて御検討いただきますようお願いいたします。
※1　階数2及び延床面積5,000㎡以上の社会福祉施設等もしくは階数2及び延床面積1,500㎡

以上の保育所
※2　都補助対象は以下①から③までを全て満たす施設設置者

　①都内の社会福祉施設又は都外に所在する都民対象施設　②私立　③自己所有
【問い合わせ先】


163-8001　東京都新宿区西新宿二丁目8番1号


東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課


調整担当　小川


電　　話　03-5321-1111（内線33-226）


ファクシミリ　03-5388-1407











